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 船舶事故調査報告書 

 

                              令和２年６月２４日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

委   員  田 村 兼 吉 

委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 令和元年８月４日 １３時２０分ごろ 

発生場所 山口県長門
な が と

市青海
お う み

島南南西方沖 

今
いま

岬
みさき

灯台から真方位１０９°２.６海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３４°２４.２′ 東経１３１°１０.８′） 

事故の概要 水上オートバイ３１０Ｌ Ｘ
エルエックス

及び水上オートバイＬＵＳＹ
ラ ッ シ ー

７は、共

に西進中、両船が衝突した。 

３１０ＬＸは、船長が負傷し、左舷船尾部座席架台に擦過傷を生

じ、また、ＬＵＳＹ７は、船長が負傷し、左舷船首部に擦過傷を生じ

た。 

事故調査の経過  令和元年８月１４日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 水上オートバイ ３１０ＬＸ、０.１トン 

２７０－４８９１８山口、株式会社アヴァンツァーレ 

２.８５ｍ（Lr）×１.０６ｍ×０.４３ｍ、ＦＲＰ 

ガソリン機関、２２１.００kＷ、平成３０年５月 

Ｂ 水上オートバイ ＬＵＳＹ７、０.１トン 

２９１－４３０５３山口、個人所有 

２.８５ｍ（Lr）×１.０６ｍ×０.４３ｍ、ＦＲＰ 

ガソリン機関、２１３.００kＷ、平成２４年４月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ３５歳 

   特殊小型船舶操縦士 

    免許登録日 平成２６年９月１６日 

    免許証交付日 平成２６年９月１６日 

           （令和元年９月１５日まで有効）     

Ｂ 船長Ｂ 男性 ３１歳 

   特殊小型船舶操縦士 

    免許登録日 平成２６年９月１６日 

    免許証交付日 平成２６年９月１６日 

           （令和元年９月１５日まで有効） 

 死傷者等 Ａ 軽傷 １人（船長Ａ） 
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Ｂ 重傷 １人（船長Ｂ） 

 損傷 Ａ 左舷船尾部座席架台に擦過傷 

Ｂ 左舷船首部に擦過傷 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 事故の経過 Ａ船は、青海島波の橋立東南東端沖において、船長Ａが乗り組み、

知人（以下「同乗者Ａ」という。）を船尾側の座席に同乗させて遊走

を始め、約６０km/h の速力（対地速力、以下同じ。）で西進した。 

船長Ａは、出発した後に左舷方に南進する別の水上オートバイを見

てＢ船と思い、同船は離れて行ったと認識した。 

Ａ船は、船長Ａが他船はいないと思ったので反転して出発した浜辺

に帰ろうとして、約４０～５０km/h の速力に減速して左転したとき

に、至近にＡ船に向かってくるＢ船に気付いて更に左舵を取って増速

して船尾を離そうとしたが、令和元年８月４日１３時２０分ごろ左舷

船尾部とＢ船の左舷船首部が衝突した。（写真１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ Ａ船左舷船尾部座席架台 

 

船長Ａは、腰部打撲等を負い、座席に座ったままハンドルにもたれ

て意識を失っていたが、しばらくして意識が戻り、緊急エンジン停止

コードが外れてＡ船の機関が停止しており、船首方約１０ｍにＢ船

が、右舷船尾方約２～３ｍに同乗者Ａが浮いているのを視認した。 

Ａ船は、船長Ａが機関を始動し、同乗者Ａを収容して、Ｂ船と共に

出発した浜辺に向かった。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、Ａ船が波の橋立沖の遊走を開始

して西進したのを見て、Ａ船を追って西進した。 

Ｂ船は、Ａ船の左舷船尾方約５０ｍのところを約６０km/h の速力で

追走を始め、Ａ船の左舷方約３～４ｍに追いつこうと増速して約１５

ｍまで近づいたところ、Ａ船が急に左転してきたのを視認して、右舵

を取るとともに少し減速したがどうすることもできず、左舷船首部と

Ａ船の左舷船尾部が衝突した。（写真２参照） 

 

損傷箇所 
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写真２ Ｂ船 

 

船長Ｂは、右舷方に飛ばされ、落水して気が付いたとき、Ｂ船が約

１０ｍのところに浮いていたので、Ｂ船まで泳いで自力で乗船し、機

関を再始動して、Ａ船と共に出発した浜辺に向かった。 

船長Ｂは、波の橋立の東南東端の浜辺に到着後、胸などに痛みがあ

る様子だったので付近にいた船長Ａの家族及び知人の看護師に進言さ

れて、救急車により、山口県山口市内の病院に搬送され、外傷性血気

胸、肺挫傷及び肋
ろっ

骨骨折と診断された。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 その他の事項 船長Ａは、ときどき、Ｂ船で別の知人を同乗させて遊走することが

あり、その際はその同乗者から、船尾方の他船などの情報を知らされ

ていたが、本事故の際は、乗船の経験の少ない同乗者Ａであったので

自身で注意して船尾方を見る必要があったと本事故後に思った。 

船長Ａは、日頃、航走時、サイドミラーで船尾方を見ても、航走波

で見え難いので、主に船首方から斜め後方までの見張りを行ってい

た。 

船長Ａ、同乗者Ａ及び船長Ｂは、救命胴衣を着用していた。 

船長Ａ及び船長Ｂは、共に海上保安庁への通報を行わなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ船は、青海島南南西方沖において、西進中、船長Ａが、左舷船尾

方に他の水上オートバイはいないと思い、接近するＢ船に気付かずに

左転したことから、左転後に至近のＢ船を見て避けようとしたものの

間に合わず、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

船長Ａは、出発の際に左舷方（南方）に進む別の水上オートバイを

見てＢ船と思い、Ｂ船は離れて行ったと認識したことから、左舷船尾

方に他の水上オートバイはいないと思い、左転したものと考えられ

る。 

損傷箇所 
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Ｂ船は、青海島南南西方沖において、西進中、船長Ｂが、Ａ船に追

いつこうとＡ船の左舷船尾方約１５ｍまで接近して航行したことか

ら、Ａ船が急に左転したのを認めて避けようとしたものの間に合わ

ず、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

船長Ｂは、Ａ船の左舷方約３～４ｍまで追いつこうとしたことか

ら、Ａ船の左舷船尾方約１５ｍに接近したものと考えられる 

原因 本事故は、青海島南南西方沖において、Ａ船及びＢ船が、共に西進

中、船長Ａが、左舷船尾方に他の水上オートバイはいないと思い、接

近するＢ船に気付かずに左転したため、左転後に至近のＢ船を見て避

けようとしたものの間に合わず、また、船長Ｂが、Ａ船に追いつこう

とＡ船の左舷船尾方約１５ｍまで接近して航行したため、Ａ船が急に

左転したのを認めて避けようとしたものの間に合わず、両船が衝突し

たものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

 ・水上オートバイの船長は、常時適切な見張りを行い、旋回時は、

周囲の状況を十分に把握した上で操作し、また、航走波が見張り

の障害になるときは、減速するなどの措置を採ること。 

 ・水上オートバイの船長は、別の水上オートバイを追走する時、別

の水上オートバイが自船を認識することなく急に旋回などを行う

ことがあることを考慮し、不要な接近を行わないこと。 

 ・海上において、事故を起こし、負傷者等がいる時は、速やかに消

防または海上保安庁に通報すること。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

 

 

 

 

波の橋立 

 青海島 

山口県 

今岬灯台 

福岡県 

広島県 

 長門市 

Ａ船の航跡（推定） 

Ｂ船の航跡（推定） 

Ｂ船 Ａ船 

事故発生場所 

（令和元年８月４日  

１３時２０分ごろ発生） 

Ａ船及びＢ船衝突時の態勢 

大分県 

青海島 


